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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストロボ点灯によって定格電圧以上のオーバードライブ電圧の印加が可能でかつ制限抵
抗を有するＬＥＤ照明と、駆動源となるコントローラとに接続される照明用電源装置であ
って、
  前記ＬＥＤ照明に、点灯用電流の印加が可能な定電流供給手段と、
  前記ＬＥＤ照明を前記定格電圧で点灯する前に、定電流供給手段から前記ＬＥＤ照明に
探査電流を印加させて前記定格電圧を印加するのに必要な電流値である定格電流を探査す
る探査手段と、
  ＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値を算出する抵抗算出手段と、
  予め設定された定格電圧と、予め設定されたオーバードライブ電圧と、探査手段にて探
査された定格電流と、抵抗算出手段にて算出されたＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値とから
オーバードライブ電圧となるときのオーバードライブ電流を算出する電流値算出手段とを
備え、
　前記電流値算出手段は、設定される定格電圧をＶｎｏｍａｌとし、設定されるオーバー
ドライブ電圧をＶｏｖｅｒとし、抵抗算出手段にて算出される制限抵抗の抵抗値をｒとし
、探査手段にて探査された定格電流をＩｎｏｍａｌとしたときに、オーバードライブ電流
であるＩｏｖｅｒを、以下の数１にて求めることを特徴とする照明用電源装置。
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【数１】

【請求項２】
　電流値算出手段にて算出されたオーバードライブ電流で、前記ＬＥＤ照明のストロボ点
灯を行うことを特徴とする請求項１に記載の照明用電源装置。
【請求項３】
　画像認識用照明に用いることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の照明用電源装
置。
【請求項４】
　ストロボ点灯によって定格電圧以上のオーバードライブ電圧の印加が可能でかつ制限抵
抗を有するＬＥＤ照明におけるオーバードライブ電圧となるオーバードライブ電流を算出
するオーバードライブ電流算出方法であって、
  ＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値を算出する抵抗算出工程と、
  前記ＬＥＤ照明を前記定格電圧で点灯する前に、前記ＬＥＤ照明に探査電流を印加させ
て前記定格電圧を印加するのに必要な定格電流値を探査する定格電流探査工程と、
  予め設定される定格電圧Ｖｎｏｍａｌと、予め設定されるオーバードライブ電圧Ｖｏｖ
ｅｒと、算出される制限抵抗の抵抗値ｒと、探査された定格電流Ｉｎｏｍａｌとから、オ
ーバードライブ電流Ｉｏｖｅｒを以下の数２にて算出するオーバードライブ電流算出工程
とを備えることを特徴とするオーバードライブ電流算出方法。

【数２】

【請求項５】
　前記定格電流探査工程において、制限抵抗の抵抗値ｒが、ｒ≒０であるか否かを判断し
、ｒ≒０であれば、点灯を中止することを特徴とする請求項４に記載のオーバードライブ
電流算出方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明用電源装置およびオーバードライブ電流算出方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置を製造する場合、被実装部材としてのリードフレームに半導体チップ（ダイ
）を実装するダイボンディングが行なわれる。このダイボンディングには、チップを吸着
するコレットを備えたダイボンダが使用される。
【０００３】
　このようなダイボンダは、図１１に示すように、供給部２の半導体チップ１を吸着する
コレット３を有するボンディングアーム（図示省略）と、供給部２の半導体チップ１を観
察する確認用カメラ（図示省略）と、ボンディング位置でリードフレーム４のアイランド
部５を観察する確認用カメラ（図示省略）とを備える。
【０００４】
　供給部２は半導体ウエハを備え、半導体ウエハが多数の半導体チップ１に分割されてい
る。また、コレット３を保持しているボンディングアームは搬送手段を介して、ピックア
ップ位置とボンディング位置との間の移動が可能となっている。
【０００５】
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　また、このコレット３は、その下端面に開口した吸着孔を介してチップ１が真空吸引さ
れ、このコレット３の下端面にチップ１が吸着する。なお、この真空吸引（真空引き）が
解除されれば、コレット３からチップ１が外れる。
【０００６】
　次にこのダイボンダを使用したダイボンディング方法を説明する。まず、供給部２の上
方に配置される確認用カメラにてピックアップすべきチップ１を観察して、コレット３を
このピックアップすべきチップ１の上方に位置させた後、矢印Ａのようにコレット３を下
降させてこのチップ１をピックアップする。その後、矢印Ｂのようにコレット３を上昇さ
せる。
【０００７】
　次に、ボンディング位置の上方に配置された確認用カメラにて、ボンディングすべきリ
ードフレーム４のアイランド部５を観察して、コレット３を矢印Ｃ方向へ移動させて、こ
のアイランド部５の上方に位置させた後、コレット３を矢印Ｄのように下降移動させて、
このアイランド部５にチップ１を供給する。また、アイランド部５にチップを供給した後
は、コレット３を矢印Ｅのように上昇させた後、矢印Ｆのように、ピップアップ位置の上
方の待機位置に戻す。
【０００８】
　すなわち、コレット３を、順次、矢印Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆのように移動させること
によって、ピックアップ確認用カメラの観察に基づいて位置決めされたチップ１をコレッ
ト３でピックアップし、このチップ１をアイランド部５に実装することになる。
【０００９】
　このようなダイボンダにおいては、画像認識のために照明システムが用いられる（特許
文献１）。また、照明システムには、近年では、通常の電球や蛍光灯に比べて、低消費電
力、長寿命、発熱が少ないと優れた特性をもったＬＥＤ照明が用いられる。ＬＥＤ照明と
は発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用した照明器具である。
【００１０】
　ＬＥＤ照明を点灯する場合、従来では電源として、図１２に示すように、ストロボ電源
１０を使用することがあった。ＬＥＤ照明（図例では、第１ＬＥＤ照明１１及び第２ＬＥ
Ｄ照明１１）をストロボ点灯する場合、制約時間内(以下ｔｍａｘ)であれば定格以上の電
圧(オーバードライブ電圧:以下Ｖover)を印加することで、定格電圧(以下Ｖnomal)を印加
するよりも明るくすることができる。
【００１１】
　一般的なストロボ電源は図１２のように定電圧電源であり、あるＶover値を1つ決めて
ストロボ点灯を行っている。同じ動作を定電流電源にて行う場合、Ｖoverが印加されると
きに流れるオーバードライブ電流(以下、Ｉover)にて、ＬＥＤ照明１１，１２を駆動する
必要がある。
【００１２】
　ところで、照明を変更する場合、定電圧電源であれば同じＶover値を印加すればよいが
、図１３のように、定電流電源１３の場合は、ＬＥＤ照明（第１ＬＥＤ照明及び第２ＬＥ
Ｄ照明）によってＩoverが異なる。このため、図１４のようにＬＥＤ照明（第１ＬＥＤ照
明１４及び第２ＬＥＤ照明１５）個別にＩoverを設定してストロボ点灯を行う必要がある
。
【００１３】
　ストロボ点灯を行う方法として、Ｉoverを固定する方法（使用するＬＥＤ照明が個別の
場合）、スイッチによる手動設定や通信の設定などの外部から設定する方法、ＬＥＤ照明
を識別して自動設定する方法（例えば、特許文献２に示されるような方法）等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００１－３１３３０３号公報
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【特許文献２】特開２００６－３５１４８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　Ｉoverを固定する方法では、ＬＥＤ照明を変更できず、装置設計性に劣ることになる。
また、Ｉoverを固定する方法及び外部から設定する方法では、予めＩoverの値を調べる必
要がある。さらには外部から設定する方法では、Ｉoverの値の設定を間違えると、ＬＥＤ
照明が損傷するおそれがある。ＬＥＤ照明を識別して自動設定する方法では、ＬＥＤ照明
側に識別用の回路を必要とするため、使用できるＬＥＤ照明が限定される。
【００１６】
　本発明は、上記課題に鑑みて、オーバードライブ電圧となるときのオーバードライブ電
流を自動で算出することができるオーバードライブ電流算出方法、及び照明用電源装置を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の照明用電源装置は、ストロボ点灯によって定格電圧以上のオーバードライブ電
圧の印加が可能でかつ制限抵抗を有するＬＥＤ照明と、駆動源となるコントローラとに接
続される照明用電源装置であって、前記ＬＥＤ照明に、点灯用電流の印加が可能な定電流
供給手段と、前記ＬＥＤ照明を前記定格電圧で点灯する前に、定電流供給手段から前記Ｌ
ＥＤ照明に探査電流を印加させて前記定格電圧を印加するのに必要な電流値である定格電
流を探査する探査手段と、ＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値を算出する抵抗算出手段と、予
め設定された定格電圧と、予め設定されたオーバードライブ電圧と、探査手段にて探査さ
れた定格電流と、抵抗算出手段にて算出されたＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値とからオー
バードライブ電圧となるときのオーバードライブ電流を算出する電流値算出手段とを備え
、前記電流値算出手段は、設定される定格電圧をＶｎｏｍａｌとし、設定されるオーバー
ドライブ電圧をＶｏｖｅｒとし、抵抗算出手段にて算出される制限抵抗の抵抗値をｒとし
、探査手段にて探査された定格電流をＩｎｏｍａｌとしたときに、オーバードライブ電流
であるＩｏｖｅｒを、以下の数１にて求めるものである。

【数１】

【００１９】
　一般的なＬＥＤ照明は、ＬＥＤと、これに直列に接続される制限抵抗とからなる。この
場合、このＬＥＤ照明の流す電流を変化させてもＬＥＤの順方向電圧の変化は無視可能程
小さい。このため、ＬＥＤ照明の抵抗値は制限抵抗の抵抗値にほぼ等しくなる。そこで、
本発明の照明用電源装置では、この制限抵抗を用いてオーバードライブ電流を算出するも
のとした。
【００２０】
　すなわち、本発明の第１の照明用電源装置によれば、抵抗算出手段を介して、ＬＥＤ照
明の制限抵抗の抵抗値を算出することができる。そこで、電流値算出手段にて、予め設定
されているオーバードライブ電圧と、抵抗算出手段にて算出されたＬＥＤ照明の制限抵抗
の抵抗値とから、オーバードライブ電圧となるときのオーバードライブ電流を算出するこ
とができる。
【００２１】
　また、本発明の第２の照明用電源装置によれば、探査手段を介して、定格電圧の定格電
流を探査することができる。また、抵抗算出手段を介して、ＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗
値を算出することができる。そこで、電流値算出手段にて、予め設定された定格電圧と、
予め設定されたオーバードライブ電圧と、探査手段にて探査された定格電流と、抵抗算出
手段にて算出されたＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値とからオーバードライブ電圧となると
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きのオーバードライブ電流を算出することができる。
【００２２】
　このように、オーバードライブ電流を算出することができれば、ＬＥＤ照明のストロボ
点灯を行うことができる。
【００２４】
　照明用電源装置を画像認識用照明に用いることができる。
【００２５】
　本発明のオーバードライブ電流算出方法は、ストロボ点灯によって定格電圧以上のオー
バードライブ電圧の印加が可能でかつ制限抵抗を有するＬＥＤ照明におけるオーバードラ
イブ電圧となるオーバードライブ電流を算出するオーバードライブ電流算出方法であって
、ＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値を算出する抵抗算出工程と、前記ＬＥＤ照明を前記定格
電圧で点灯する前に、前記ＬＥＤ照明に探査電流を印加させて前記定格電圧を印加するの
に必要な定格電流値を探査する定格電流探査工程と、予め設定される定格電圧Ｖｎｏｍａ
ｌと、予め設定されるオーバードライブ電圧Ｖｏｖｅｒと、算出される制限抵抗の抵抗値
ｒと、探査された定格電流Ｉｎｏｍａｌとから、オーバードライブ電流Ｉｏｖｅｒを以下
の数２にて算出するオーバードライブ電流算出工程とを備えたものである。
【数２】

【００２６】
　本発明のオーバードライブ電流算出方法によれば、探査手段工程で、定格電圧の定格電
流を探査することができる。また、抵抗算出手段工程で、ＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値
を算出することができる。そして、電流値算出手段工程で、予め設定される定格電圧と、
予め設定されるオーバードライブ電圧と、算出される制限抵抗の抵抗値と、探査された定
格電流とから、オーバードライブ電流を算出することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明では、自動で、オーバードライブ電流を算出することができ、予めオーバードラ
イブ電流を調べる必要がない。また、調べた電流をオーバードライブ電流として設定する
必要がないので、この照明用電源装置に対する設定作業性に優れる。しかも、オーバード
ライブ電流の設定誤りによる照明故障を生じさせない。定格電圧が同じＬＥＤ照明であれ
ば、種々の照明装置に用いることができる。さらには、実際にオーバードライブ電流を流
すことなく、オーバードライブ電流の電流値を算出することができ、算出時間の短縮化を
図ることができる。
【００２８】
　オーバードライブ電流を算出したことによって、このオーバードライブ電流を用いたス
トロボ点灯が可能となる。
【００２９】
　本発明の照明用電源装置を画像認識用照明に用いれば、画像認識のための最適な照度で
もって被画像認識物に対して照明することができ、高精度の画像認識が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態を示す照明用電源装置の簡略全体ブロック図である。
【図２】ダイボンダの斜視図である。
【図３】ＬＥＤ照明の回路図である。
【図４】前記図１に示す照明用電源装置の使用方法を示すフローチャート図である。
【図５】ＬＥＤ照明の制限抵抗を判断要素に用いた場合のフローチャート図である。
【図６】本発明の実施形態をオーバードライブ電流算出方法を示す簡略ブロック図である
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。
【図７】定格電圧とオーバードライブ電圧と定格電流とオーバードライブ電流との関係を
示すグラフ図である。
【図８】ＬＥＤ照明のＬＥＤの電流・電圧特性を示すグラフ図である。
【図９】ＬＥＤ照明の制限抵抗の電流・電圧特性を示すグラフ図である。
【図１０】ＬＥＤ照明のＬＥＤと抵抗の合成電圧を示すグラフ図である。
【図１１】ダイボンディング工程を示す簡略図である。
【図１２】従来の定電圧電源を使用した照明システムの簡略ブロック図である。
【図１３】定格電流と定格電圧とオーバードライブ電流とオーバードライブ電圧との関係
を示すグラフ図である。
【図１４】従来の定電流電源を使用した照明システムの簡略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下本発明の実施の形態を図１～図１０に基づいて説明する。
【００３２】
　図１に本発明の第１実施形態にかかる照明用電源装置を使用した照明システムの簡略全
体ブロック図を示し、この照明システムは、例えば、図２等に示す被照明装置であるダイ
ボンダの画像確認用に用いられる。ダイボンダは、リードフレーム２４に半導体チップ（
ダイ）２１を実装するダイボンディングを行うものである。
【００３３】
　このようなダイボンダは、供給部２２の半導体チップ（ダイ）２１を吸着するコレット
２３を有するボンディングアーム３０と、供給部２２の半導体チップ２１を観察する確認
用カメラ２６と、ボンディング位置でリードフレーム２４のアイランド部２５を観察する
確認用カメラ３２とを備える。
【００３４】
　供給部２２は、ウエハ支持装置２７に載置支持された半導体ウエハ２８を備えるもので
ある。半導体ウエハ２８は多数の半導体チップ２１に分割されている。また、コレット２
３はコレットホルダ２９に連結され、このコレット２３とコレットホルダ２９等でボンデ
ィングアーム３０が構成される。そして、このボンディングアーム３０は搬送手段３１を
介して、ピックアップ位置とボンディング位置との間の移動が可能となっている。搬送手
段３１は、ボンディングアーム３０をＸ、Ｙ、θ及びＺ方向に駆動させることができる。
【００３５】
　また、このコレット２３は、その下端面に開口した吸着孔を介してチップ２１が真空吸
引され、このコレット２３の下端面にチップ２１が吸着する。なお、この真空吸引（真空
引き）が解除されれば、コレット２３からチップ２１が外れる。
【００３６】
　次に、このダイボンダを使用したダイボンディング方法を説明する。まず、供給部２２
の上方に配置される確認用カメラ２６にてピックアップすべきチップ２１を観察して、コ
レット２３をこのピックアップすべきチップ２１の上方に位置させた後、このコレット２
３を下降させてこのチップ２１をピックアップする。
【００３７】
　また、ボンディング位置の上方に配置された確認用カメラ３２にて、ボンディングすべ
きリードフレーム２４のアイランド部２５を観察して、矢印Ａ１に示すように、このアイ
ランド部２５上にコレット２３を移動させ、その後コレット２３を下降させてアイランド
部２５にチップ２１を供給する。
【００３８】
　ピックアップ位置での確認用カメラ２６での観察の際、及びボンディング位置での確認
用カメラ３２での観察の際において、観察部位を照明する照明システムが必要となる。こ
のために、図１に示すようなコントローラ４１（以下、上位コントローラ４１という）と
、本発明の照明用電源装置４２（以下、電源装置という）と、ＬＥＤ照明４３から構成さ
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れる照明システムを用いる。
【００３９】
　電源装置４２は、図１に示すように、上位コントローラ４１と、複数個の照明４３とに
接続される。本実施形態では、照明４３を夫々所定電圧（例えば１２Ｖ）にて駆動される
ＬＥＤ照明としており、以下、照明４３をＬＥＤ照明４３という。上位コントローラ４１
は、例えばパーソナルコンピュータにて構成されている。
【００４０】
　電源装置４２は、ＣＰＵ（中央処理装置）４５と、複数の定電流駆動回路４６と、複数
の電圧測定回路４７と、複数のＡＤＣ（アナログ-デジタル変換回路）４８とを備える。
この場合、一つのＬＥＤ照明４３に対して、電流を印加するために定電流供給回路（定電
流供給手段）５０が形成される。すなわち、各定電流供給回路５０は、ＣＰＵ４５と、定
電流駆動回路４６と、電圧測定回路４７と、ＡＤＣ４８等で構成される。定電流供給回路
５０は、ＣＰＵ４５からの指示で定電流駆動回路４６にて所定の電流値をＬＥＤ照明４３
に印加する。なお、上位コントローラ４１とＣＰＵ４５とは通信ポート５１を介して接続
されている。
【００４１】
　ところで、ＣＰＵ４５には、ＬＥＤ照明４３を所定電圧（１２Ｖ）で点灯する前に、Ｌ
ＥＤ照明４３に探査電流を印加して１２Ｖを印加するのに必要な電流値を探査する探査手
段５２が設けられている。すなわち、探査手段５２は、微小電流値（例えば１０ｍＡ）の
探査電流を印加するように指示すると、定電流供給回路５０の定電流駆動回路４６が１０
ｍＡの電流値をＬＥＤ照明４３に印加する。電圧測定手段４７がこのときの出力電圧を測
定し、探査手段５２に送信する。探査手段５２は、ＬＥＤ照明４３に１２Ｖ印加されるま
で（つまり、電圧測定手段４７による電圧測定値が１２Ｖとなるまで）、電流値を順次増
加しつつ、ＬＥＤ照明４３に１２Ｖが印加されるまで探査電流を印加する。そして、ＬＥ
Ｄ照明４３に１２Ｖ印加されると、探査手段５２は、そのときの電流値をＬＥＤ照明４３
の点灯に必要な点灯電流として、その点灯電流を印加してＬＥＤ照明４３を点灯させる。
これにより、ＬＥＤ４３照明は１２Ｖで点灯し続ける。
【００４２】
　ところで、ＬＥＤ照明４３は、一般には図３に示すように、ＬＥＤ６０とこれに直列に
接続される制限抵抗６１とからなる。この場合、このＬＥＤ照明４３の流す電流を変化さ
せてもＬＥＤの順方向電圧の変化は無視可能程小さい。このため、ＬＥＤ照明４３の抵抗
値は制限抵抗６１の抵抗値にほぼ等しくなる。そこで、本発明の照明用電源装置では、こ
の制限抵抗を用いてオーバードライブ電流を算出するものとした。この図３の回路に流れ
る電流ＩをΔＩだけ増加させて、電圧ＶがΔＶだけ増加したとした場合、制限抵抗６１の
抵抗値ｒは、ｒ≒ΔＶ／ΔＩで求めることができる。
【００４３】
　図８はＬＥＤ照明４３のＬＥＤ６０の電流・電圧特性の一例を示している。この場合の
電流Ｉ（ｍＡ）と電圧Ｖｆ（Ｖ）は次の表１の値である。また、図９はＬＥＤ照明４３の
制限抵抗６１の電流・電圧特性の一例を示している。この場合の電流Ｉ（ｍＡ）と電圧Ｖ
ｒ（Ｖ）は次の表２の値であり、抵抗を０．１と小さくしている。これは制限抵抗６１が
ない場合に相当する。
【００４４】
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【表１】

　このため、図８に示す電流・電圧特性を有すると、図９に示す電流・電圧特性とを合成
電圧は図１０に示す特性となる。すなわち、次の表３に示すように、電流Ｉ（ｍＡ）と電
圧Ｖ（Ｖ）は、表１の値と表２の値との合成値となる。
【００４５】

【表２】

【００４６】
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【表３】

【００４７】
　このように、前記ＣＰＵ４５には、ＬＥＤ照明４３の制限抵抗６１の抵抗値を算出する
抵抗算出手段６３を有する。すなわち、このＣＰＵ４５は演算手段６２を備え、この演算
手段６２が抵抗算出手段６３と電流値算出手段６４を有する。電流値算出手段６４は、予
め設定された定格電圧と、予め設定されたオーバードライブ電圧と、探査手段５２にて探
査された定格電流と、抵抗算出手段６３にて算出されたＬＥＤ照明の制限抵抗６１の抵抗
値とからオーバードライブ電圧となるときのオーバードライブ電流を算出する。
【００４８】
　次に、図１に示す電源装置の使用方法を図４に示すフローチャート図に基づいて説明す
る。この場合、ＬＥＤ照明４３の定格電圧を１２Ｖとし、オーバードライブ電圧を１８Ｖ
とする。
【００４９】
　まず、定電圧電源と、ＬＥＤ照明４３及び上位コントローラ４１との接続を解除した後
（ステップＳ１）、本発明の電源装置４２と、ＬＥＤ照明４３及び上位コントローラ４１
とを接続し（ステップＳ２）、照明システムを構成する。このとき、上位コントローラ４
１は、所定電圧（１２Ｖ）が得られる電流値を探査する必要はない。
【００５０】
　本照明システムの主電源を投入し、探査手段５２は、微小電流値（例えば１０ｍＡ）の
探査電流をＬＥＤ照明４３に印加するように指示する（ステップＳ３）と、定電流供給回
路５０の定電流駆動回路４６が１０ｍＡの電流値の探査電流をＬＥＤ照明４３に印加して
、ＬＥＤ照明４３を点灯させる。電圧測定手段４７がこのときの出力電圧を測定し（ステ
ップＳ４）、探査手段５２に送信する。
【００５１】
　このとき、探査手段５２は、出力電圧が１２Ｖよりも小さいか否かを判断する（ステッ
プＳ５）。１２Ｖよりも小さければ、探査手段５２は、ＬＥＤ照明４３に１２Ｖが印加さ
れるまで（つまり、電圧測定手段４７による電圧測定値が１２Ｖとなるまで）、電流値を
増加し（ステップＳ６）、ＬＥＤ照明４３に１２Ｖ印加されるまでステップＳ４からステ
ップＳ６を繰り返して探査電流を印加する。
【００５２】
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　ＬＥＤ照明４３の印加電圧が１２Ｖ（定格電圧）になると（ステップＳ５）、探査手段
５２は、そのときの電流値をＬＥＤ照明４３の点灯に必要な点灯電流として（ステップＳ
７）、その後は、その点灯電流を印加してＬＥＤ照明を１２Ｖで点灯させる。このとき、
点灯電流である探査電流は、定格電流であって、定電流供給手段５０にて印加される。
【００５３】
　このように、定格電流（Ｉｎｏｍａｌ）を算出後は、ステップＳ８へ移行したオーバー
ドライブ電流を算出する。オーバードライブ電流の算出工程としては、図６に示すように
、ＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値を算出する抵抗算出工程７０と、定格電圧を印加するの
に必要な定格電流値を探査する定格電流探査工程７１と、制限抵抗の抵抗値等に基づいて
オーバードライブ電流を算出するオーバードライブ電流算出工程７２とを備えるものであ
る。
【００５４】
　抵抗算出工程７０は、前記したように、図３の回路に流れる電流ＩをΔＩだけ増加させ
て、電圧ＶがΔＶだけ増加したとした場合、制限抵抗６１の抵抗値ｒは、ｒ≒ΔＶ／ΔＩ
で求める工程である。定格電流探査工程７１は、前記図４のステップＳ７までの工程であ
って、ＬＥＤ照明を前記定格電圧で点灯する前に、前記ＬＥＤ照明に探査電流を印加させ
て前記定格電圧を印加するのに必要な定格電流値を探査する工程である。このため、前記
抵抗算出工程７０として、予め設定されている定格電圧（Ｖｎｏｍａｌ）と、算出した算
出した定格電流（Ｉｎｏｍａｌ）とから、オームの法則にて制限抵抗６１の抵抗値ｒを求
めるものであってもよい。オーバードライブ電流算出工程７２は、予め設定される定格電
圧と、予め設定されるオーバードライブ電圧と、算出される制限抵抗の抵抗値と、探査さ
れた定格電流とから、オーバードライブ電流を算出する工程である。
【００５５】
　すなわち、定格電流と定格電圧とオーバードライブ電流とオーバードライブ電圧とは、
図７に示すグラフに示す関係になる。このため、予め設定される定格電圧をＶｎｏｍａｌ
とし、予め設定されるオーバードライブ電圧をＶｏｖｅｒとし、抵抗算出手段にて算出さ
れる制限抵抗をｒとし、探査手段にて探査された定格電流をＩｎｏｍａｌとしたときに、
オーバードライブ電流Ｉｏｖｅｒを、以下の数３にて求めることができる。

【数３】

【００５６】
　オーバードライブ電流を推定できれば、ステップＳ９へ移行して、ストロボ点灯を開始
するか判断する。開始しなければ、このオーバードライブ電流算出方法の工程を終了する
。また、ステップＳ９でストロボ点灯を開始する場合、ステップＳ１０へ移行して、スト
ロボ点灯を開始することになる。すなわち、ダイボンダの画像認識等に用いることになる
。また、ダイボンダのボンディング作業が終了すれば、ステップＳ１１に示すように、終
了か否かが判断され、作業終了ならば終了する。
【００５７】
　前記照明用電源装置によれば、探査手段５２を介して、定格電圧の定格電流を探査する
ことができる。また、抵抗算出手段６３を介して、ＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値を算出
することができる。そこで、電流値算出手段６４にて、探査手段５２にて探査された定格
電流と、抵抗算出手段６３にて算出されたＬＥＤ照明の制限抵抗の抵抗値と、定格電圧と
オーバードライブ電圧とから、オーバードライブ電圧となるときのオーバードライブ電流
を算出することができる。
【００５８】
　本発明では、自動で、オーバードライブ電流を算出することができ、予めオーバードラ
イブ電流を調べる必要がない。また、調べた電流をオーバードライブ電流として設定する



(11) JP 6355995 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

必要がないので、この照明用電源装置に対する設定作業性に優れる。しかも、オーバード
ライブ電流の設定誤りによる照明故障を生じさせない。定格電圧が同じＬＥＤ照明４３で
あれば、種々の照明装置に用いることができる。さらには、実際にオーバードライブ電流
を流すことなく、オーバードライブ電流の電流値を算出することができ、算出時間の短縮
化を図ることができる。
【００５９】
　ところで、制限抵抗６１の抵抗値ｒが低い場合、前記所定電圧（１２Ｖ）を掛けると、
このＬＥＤ照明４３に大電流が流れ、ＬＥＤ６０が故障するおそれがある。このため、こ
の装置では、電圧がある値（所定電圧の１２Ｖ）に達するまで、電流を上昇させた場合、
制限抵抗６１が入っていない場合、電圧の上昇が頭打ちとなって、電流を流し過ぎとなる
。なお、小型の照明装置では、図１０の範囲Ｈでも故障するおそれがある。
【００６０】
　そこで、接続したＬＥＤ照明４３が制限抵抗６１が入っているもの入っていないものか
を判断するのが好ましい。次に、制限抵抗６１の抵抗値を判断要素に加えた判断方法を図
５を用いて説明する。この場合、図３のステップＳ３からスタートすることになる。ステ
ップＳ２１で、制限抵抗６１の抵抗値を求める。すなわち、電流ＩをΔＩだけ増加させて
、電圧ＶがΔＶだけ増加したとした場合において、制限抵抗６１の抵抗値ｒは、ｒ≒ΔＶ
／ΔＩで求めることができる。
【００６１】
　次に、ステップＳ２２でこの抵抗値ｒが、ｒ≒０であるか判断される。ｒ≒０でなけれ
ば、制限抵抗６１が入っていることになって、図３のステップＳ３に戻ることになる。ま
た、ステップＳ２２でｒ≒０であれば、制限抵抗６１が入っていないことになって、ステ
ップＳ２３へ移行して点灯を中止して、終了する。
【００６２】
　このように、制限抵抗６１の抵抗値をｒとしたときに、ｒ≒０であれるか否かを判断す
るものでは、制限抵抗６１を有さないものに対する電流の流し過ぎを防止でき、接続間違
いしたＬＥＤ照明４３に対する損傷を有効に回避することができる。
【００６３】
　このため、市場に流通している市販のＬＥＤ照明に対して、改造等を付加することなく
、制限抵抗６１の抵抗値ｒを測ることができ、接続間違いによるＬＥＤ照明４３の損傷を
防止できる。しかも、装置として複雑化やコスト高を招くことがない。
【００６４】
　ところで、前記実施形態では、予め設定された定格電圧での定格電流を算出して、この
定格電圧と、算出した制限抵抗の抵抗値と、予め設定されているオーバードライブ電圧と
で、オーバードライブ電流を推定していたが、定格電流と定格電圧とを使用することなく
オーバードライブ電流を推定することができる。
【００６５】
　すなわち、予めオーバードライブ電圧がわかっているので、算出した制限抵抗６１の抵
抗値と、このオーバードライブ電圧とで、オームの法則によりオーバードライブ電流を推
定することができる。
【００６６】
　この場合も、オーバードライブ電流を推定することができるので、前記実施形態と同様
の作用効果を奏することができる。しかも、前記実施形態に比べて、推定したオーバード
ライブ電流の値の精度が多少低くなるかもしれないが、推定に要する時間を大幅に短縮で
きる利点がある。
【００６７】
　以上、本発明の実施形態につき説明したが、本発明は前記実施形態に限定されることな
く種々の変形が可能であって、例えば、ＬＥＤ照明４３の数としては、少なくとも１個あ
ればよい。この電源装置を使用する照明システムとしては、ダイボンダに限るものではな
く、照明を必要とする各種の装置に使用でき、予め設定された電圧で点灯する照明を必要
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とする装置に最適となる。
【００６８】
　また、図８に示すＬＥＤ照明４３のＬＥＤ６０の電流・電圧特性や図９に示すＬＥＤ照
明４３の制限抵抗６１の電流・電圧特性等は、図例のものに限るものではない。このため
、図１０に示すＬＥＤ６０と制限抵抗６１の合成電圧も図例のものに限らない。
【００６９】
　ところで、本発明に係る照明用電源装置にてオーバードライブ電流の算出は、実際にオ
ーバードライブ電流を流すものではないので、算出（推定）した電流値が実際のオーバー
ドライブ電流の電流値を異なる可能性がある。この算出（推定）した電流値が実際のオー
バードライブ電流よりも大きい場合、使用するＬＥＤ照明４３を傷めるおそれがある。そ
こで、ＬＥＤ照明４３保護の観点から、算出（推定）した電流値に、例えば、０．８程度
をかけたものをオーバードライブ電流とするようにしてもよい。
【００７０】
　また、前記実施形態では、抵抗算出手段６３と電流値算出手段６４とを有する演算手段
６２をＣＰＵ４５に設けたが、この演算手段６２を、ＣＰＵ４５の外部、さらには、ＣＰ
Ｕ４５が収納されているケーシングの外部に設けてもよい。なお、図例では、抵抗算出手
段６３と電流値算出手段６４とが一体的に設けられているが、抵抗算出手段６３と電流値
算出手段６４が分離されて配置されてもよい。このため、抵抗算出手段６３と電流値算出
手段６４とのいずれか一方のみをＣＰＵ４５の外、さらには、ＣＰＵ４５が収納されてい
るケーシング外に設けてもよい。なお、外部に抵抗算出手段６３と電流値算出手段６４を
設ける場合、パーソナルコンピュータ（パソコン）等にて構成することができる。
【符号の説明】
【００７１】
５０   定電流供給回路（定電流供給手段）
５２   探査手段
６１   制限抵抗
６３   抵抗算出手段
６４   電流値算出手段
７０   抵抗算出工程
７１   定格電流探査工程
７２   オーバードライブ電流算出工程
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